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代表執行役社長  鈴 木  登 夫 

 

株式会社日立物流（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、金融商品取引法（昭和 23 年

法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買

付け」といいます。）を下記により行いますので、お知らせいたします。 

記 

１．公開買付けの目的 

(1) 本公開買付けの概要 

当社は、平成 23 年３月９日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所（以下「東京

証券取引所」といいます。）市場第一部に上場している株式会社バンテック（以下「対象者」

といいます。）を連結子会社化することを目的として、本公開買付けを実施することを決議い

たしました。 

本公開買付けに際して、当社は、みずほキャピタルパートナーズ株式会社が運営するMBOファ

ンドであり、対象者の大株主であるエフ ビー エフ 2000，エル．ピー．（以下「FBF2000LP」

といいます。）（保有株式数62,493株、対象者が平成23年２月10日に提出した第６期第３四半

期報告書（以下「対象者第６期第３四半期報告書」といいます。）に記載された平成22年12月

31日現在の発行済株式総数247,268株に対する所有株式数の割合（以下「所有割合」といいます

。）25.27％(小数点以下第三位を四捨五入))及びエム エイチ キャピタルパートナーズ ツー，

エル．ピー．（以下「MHCⅡLP」といいます。）（保有株式数34,661株、所有割合14.02％(小数

点以下第三位を四捨五入))との間で、平成23年３月９日付で公開買付応募契約書を締結し、

FBF2000LP及びMHCⅡLPのそれぞれが保有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募す

る旨の合意を得ております。 

本公開買付けは、対象者を連結子会社化することを目的としているため、本公開買付けにお

ける買付予定の株券等の数については、対象者第６期第３四半期報告書に記載された平成22年

12月31日現在の対象者の発行済株式総数（247,268株）に、本新株予約権（下記「２．公開買付

けの内容」「（2）買付け等を行う株券等の種類」「②新株予約権」にて定義します。以下同じ

とします。）の行使により、本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」と

いいます。）の末日までに発行又は移転される可能性のある対象者株式(平成23年１月１日以降

本公告日までに本新株予約権が行使されたことにより発行又は移転された対象者株式を含みま

す。)の 大数である713株を加算した株式数（247,981株）の過半数に相当する株式数（

123,991株、所有割合50.14％）を買付予定数の下限としております。従って、応募株券等の数

の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを行いません。 

一方、本公開買付けは対象者株式の上場廃止を企図したものではありませんが、当社は、上

記大株主であるFBF2000LP及びMHCⅡLP以外の対象者の株主の皆様に対しても売却の機会を確保

するために、買付予定株式数には上限を定めていないことから、買付予定数の下限以上の応募

があった場合に、当社が本公開買付けにより買付けを行う 大株式数は、対象者第６期第３四

半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者の発行済株式総数（247,268株）から同

四半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者が保有する自己株式（14,837株）を

除き、本新株予約権の行使により、公開買付期間の末日までに発行又は移転される可能性のあ

る対象者株式(平成23年１月１日以降本公告日までに本新株予約権が行使されたことにより発行

又は移転された対象者株式を含みます。)の 大数である713株を加算した株式数（233,144株）

となります。 

なお、対象者が公表した平成 23 年３月９日付「株式会社日立物流による当社株券等に対する

公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」(以下「対象者プレスリリース」といいます。)

によれば、対象者は、対象者の取締役全員が出席した、同日開催の対象者取締役会において、

本公開買付けが、今後の対象者のさらなる成長・発展と企業価値の向上に資すると判断し、対



象者取締役全員の一致により、本公開買付けに賛同を表明することを決議したとのことです。

なお、対象者は、下記「（3）本公開買付けに係る重要な合意等」の「①対象者の賛同」に記載

の理由から、対象者取締役全員の一致により、本公開買付けに応募するか否かについては中立

の立場を取り、株主の皆様に判断を委ねることとするとともに、本新株予約権に対する本公開

買付けに応募する否かについても中立の立場を取り、本新株予約権者の判断に委ねることとし

たとのことです。 

 

(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け

後の経営方針 

当社は、昭和25年に、株式会社日立製作所の輸送業務を請負う物流子会社として創業し、同

社工場構内作業の一括受託、国内外における超重量物の輸送を引受けるなどして業容を拡大し

てきました。また、物流情報システムの構築に早期から取り組み、企業の物流業務を包括的に

受託するサービス(３PL)を充実させ、日立グループ以外の顧客からの実績を拡大してきました

。現在、国内外の顧客に対して、総合的かつ高品質な物流サービスの提供を強化し、積極的な

営業を展開しております。 

当社は、当社の経営目標である「2012年度に連結売上高5,000億円、連結営業利益250億円」

の達成に向けて、「システム物流(３PL)の更なる強化」、「グローバル事業の加速」を重点施

策として掲げ、国内外に亘り多様化するお客様のニーズと変化に対応した、 適な物流サービ

スを提供し、事業拡大に取り組んでおります。 

一方、対象者は、昭和29年１月に日産自動車株式会社の物流子会社として設立された旧株式

会社バンテック(その後、株式会社バンテック・グループ・ホールディングスとの吸収合併によ

り消滅。以下「旧バンテック」といいます。)と、昭和51年６月に東急電鉄株式会社及び同社グ

ループ会社からの出資により設立された旧東急エアカーゴ株式会社が平成17年３月に経営統合

し、自動車部品輸送を中心としたロジスティクスと航空・海上フォワーディングの二つを事業

の柱とする総合物流会社として、グローバルな物流業務を展開しております。特にロジスティ

クスでは自動車部品物流に圧倒的な強みを持ち、フォワーディングでは世界各地に拠点を拡大

して企業向け国際物流を展開しております。対象者は平成22年に策定した中期経営計画におい

て、「顧客志向に基づく商品力・マーケティング力強化」を重点施策として掲げ、その中で、

ロジスティクスとフォワーディングの融合の深化によるハイブリッドなビジネスモデルの展開

、主力事業である自動車部品物流における海外市場での展開の加速、非自動車分野における国

内３PL大型案件の受注拡大に取り組んでおります。 

当社及び対象者が属する物流業界は、内需に力強い回復が見込めない中、今後も国内貨物輸

送の低迷が予想され、企業間競争の激化と共に、荷主企業からは、更なるグローバル化の進展

や物流合理化への対応が求められるなど、今後も厳しい経営環境が続くものと考えられます。 

このような状況の中、対象者の大株主であるFBF2000LP及びMHCⅡLPは、対象者が物流業界の

リーディングカンパニーとして、更なる成長を実現するには、外部の資本及びノウハウ等の活

用を視野に入れたもう一段上の果敢な企業統合の施策が不可欠と判断し、平成22年９月頃から

、両社の保有する対象者株式の売却を含む対象者の資本政策について当社を含む複数の者と協

議を重ねたとのことです。他方、当社は、両社より提供された情報に基づき、企業成長戦略や

シナジー効果を分析し、対象者の企業価値向上について協議を重ねてまいりました。その結果

、対象者を当社グループの一員として迎え入れることが、システム物流(３PL)及びグローバル

事業においてシナジーを実現し、当社及び対象者の企業価値を向上させるために非常に有益で

あるとの結論に至りました。 

具体的には主に以下４点を考えております。 

 ①自動車部品物流におけるプラットフォーム化による更なる国内深耕・拡大 

 ②非自動車分野での協業による更なる営業力強化 

 ③両社グローバルネットワーク共有による効率的運用と基盤強化(中国、アジア、北米、

欧州) 

 ④未進出エリア(中東欧、南米等)への展開のための両社プロジェクト設置 

当社は上記のシナジー効果の早期実現を目標とし、対象者が当社グループの一員として更な

る業務拡大を図ることが、当社と対象者が共に目指す、国内外のお客様への 適な物流サービ

スの提供・実現に繋がり、両社の企業価値の向上、ひいては両社のステークホルダーの利益に

資するものと判断し、本公開買付けの実施を決定いたしました。 



なお、本公開買付け後の対象者取締役の処遇や現取締役会の構成につきましては、対象者か

らの要望を検討しながら本公開買付け後に決定することとし、当社からもその社会的責任の遂

行に鑑み若干名の取締役の派遣をする予定でありますが、本公開買付けは対象者株式の上場廃

止を企図したものではなく、当社は、上場会社としての対象者の自主的な経営を尊重しており、

現時点において、対象者の商号、事業内容及び従業員の雇用・処遇に重大な変更を加えること

は予定しておりません。また、現時点において、当社は、本公開買付けにより取得する対象者

株式を継続保有する予定です。 

 

(3) 本公開買付けに係る重要な合意等 

①対象者の賛同 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者の取締役全員が出席した、平成23年３月９

日開催の対象者取締役会において、本公開買付けが対象者の中長期的な企業価値の増大を図るこ

とができるものと判断し、本公開買付けに賛同を表明する旨、及び本公開買付けは対象者株式の

上場廃止を企図したものではなく、現時点において、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持

される見込みとなっていることから、下記「(4）買付価格の公正性を担保するための措置」の「

①独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のＧＣＡアドバイザリー株式会

社（以下「ＧＣＡ」といいます。）より取得した対象者の株式価値の算定結果に照らせば、買付

価格は妥当と考えられるものの、本公開買付けに応募するか否かにつきましては対象者の株主の

皆様の判断に委ねる旨を併せて対象者取締役全員の一致により決議しているとのことです。また

、本新株予約権についても、現時点において、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される

見込みとなっていることから、本新株予約権者は引き続き本新株予約権を行使して対象者株式を

取得・保有できること、本新株予約権はストック・オプションとして発行されたものであり、買

付価格が１円とされていることから、本公開買付けに応募するか否かは、本新株予約権者の判断

に委ねる旨を対象者取締役全員の一致により決議しているとのことです。なお、上記取締役会に

は対象者監査役の全員が出席し、対象者取締役会が上記意見を表明することに異議がない旨の意

見を述べているとのことです。 

②公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

当社は対象者の大株主であるFBF2000LP及びMHCⅡLPとの間で平成23年３月９日付で公開買付応

募契約書を締結し、同契約書における、当社が適用ある法令に基づき有効に存続する株式会社で

あることや、当社が同契約書を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権

能を有していること等の表明及び保証が真実かつ正確であること、本公開買付けが開始され、か

つ、撤回されていないこと、並びに対象者において賛同決議が行われ対象者によりその内容が公

表されており、かつ、本公開買付けの開始までに対象者において賛同決議を撤回する旨の取締役

会決議が行われていないこと等を条件に、FBF2000LPの保有する対象者株式全て(62,493株、所有

割合25.27％)及びMHCⅡLPの保有する対象者株式全て(34,661株、所有割合14.02％)を、それぞれ

本公開買付けに応募する旨の合意をしております。なお、かかる応募の条件が満たされない場合

であっても、FBF2000LP及びMHCⅡLPがそれぞれ自らの判断で本公開買付けに応募することは禁止

又は制限されておりません。 

また、上記公開買付応募契約書において、FBF2000LP及びMHCⅡLPは、本公開買付けが成立した

場合において、本公開買付けの決済日の前日以前の日を基準日とする対象者の株主総会が開催さ

れるときは、FBF2000LP及びMHCⅡLPが保有する対象者株式であって売付けが成立したものに係る

当該株主総会における議決権の行使について、当該株主総会における議決権を当社の指示に従っ

て行使するか、又は当社若しくは当社の指定する者に対し、当該議決権に係る委任状その他一切

の必要書類を交付するかのいずれかの対応をとることを約しております。 

 

(4) 買付価格の公正性を担保するための措置 

当社及び対象者は、本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下

「本公開買付価格」といいます。）の公正性を担保するために以下のような措置を講じておりま

す。 

①独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、当社

及び対象者から独立した第三者算定機関として株式会社マスターズ・トラスト会計社（以下「マ



スターズ・トラスト」といいます。）及び日興コーディアル証券株式会社（以下「日興コーディ

アル」といいます。）に対象者の株式価値の算定を依頼しました。 

マスターズ・トラストは、市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下

「ＤＣＦ法」といいます。）、類似企業比較法及び類似取引比較法の各手法を用いて対象者の株

式価値の算定を行い、当社はマスターズ・トラストから平成23年３月８日に対象者の株式価値の

算定結果に関する株式価値算定書（以下「算定書１」といいます。）を取得いたしました。なお、

当社は、マスターズ・トラストから本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピニ

オン）を取得しておりません。 

マスターズ・トラストが上記各手法に基づき算定した対象者の普通株式１株当たりの価値の範

囲はそれぞれ以下のとおりです。  

市場株価法   116,400円から121,027円  

ＤＣＦ法    208,192円から280,500円 

類似企業比較法 152,560円から186,284円 

類似取引比較法 208,139円から233,819円 

市場株価法では、平成23年３月８日を基準日として、東京証券取引所における対象者の普通株

式の基準日終値（116,400円）、直近１週間平均（117,120円）、直近１ヶ月平均（118,805円）、

直近３ヶ月平均（121,027円）及び直近６ヶ月平均（120,563円）を基に、普通株式１株当たりの

価値の範囲を116,400円から121,027円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、対象者へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績

の動向、一般に公開された情報等を考慮した平成23年３月期第２四半期以降の対象者の将来の収

益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引

率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式１株当たりの価値の範囲を

208,192円から280,500円までと分析しております。 

類似企業比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益等を

示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、普通株式１株当たりの価値の範囲

を152,560円から186,284円までと分析しております。 

類似取引比較法では、本公開買付けと比較的類似すると考えられる、国内で過去に実施された

公表取引における取引価格や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評

価し、普通株式１株当たりの価値の範囲を208,139円から233,819円までと分析しております。 

また、日興コーディアルは、市場株価法、ＤＣＦ法及び類似上場会社比較法の各手法を用いて

対象者の株式価値の算定を行い、当社は日興コーディアルから平成23年３月８日に対象者の株式

価値の算定結果に関する株式価値算定書（以下「算定書２」といいます。）を取得いたしました。

なお、当社は、日興コーディアルから本公開買付価格の公正性に関する評価（フェアネス・オピ

ニオン）を取得しておりません。 

日興コーディアルが上記各手法に基づき算定した対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲は

それぞれ以下のとおりです。 

市場株価法     118,805円から121,027円 

ＤＣＦ法      211,888円から269,389円 

類似上場会社比較法 175,067円から240,748円 

市場株価法では、平成23年３月８日を基準日として、東京証券取引所における対象者の普通株

式の直近１ヶ月平均（118,805円）及び直近３ヶ月平均（121,027円）を基に、普通株式１株当た

りの価値の範囲を118,805円から121,027円までと分析しております。 

ＤＣＦ法では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等を考慮し

た平成23年３月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれる

フリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析

し、普通株式１株当たりの価値の範囲を211,888円から269,389円までと分析しております。 



類似上場会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益

等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、普通株式１株当たりの価値の

範囲を175,067円から240,748円までと分析しております。 

当社は、マスターズ・トラスト及び日興コーディアルから取得した算定書１及び算定書２記載

の各手法の算定結果を参考にし、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、対象者

の普通株式の市場株価の動向等を総合的に勘案し検討いたしました。加えて、対象者に対するデ

ュー・ディリジェンス（財務・税務・法務等）の結果及び対象者の大株主であるFBF2000LP及び

MHCⅡLPとの協議・交渉の結果等も踏まえ、 終的に平成23年３月９日の取締役会決議によって、

本公開買付価格を１株当たり金233,500円と決定いたしました。 

本公開買付価格である１株当たり金233,500円は、本公開買付け実施についての公表日の前営

業日である平成23年３月８日の東京証券取引所における対象者の普通株式の終値116,400円に対

して100.60％（小数点以下第三位四捨五入）、過去１週間（平成23年３月２日から平成23年３月

８日まで）の終値の単純平均値117,120円（小数点以下四捨五入）に対して99.37％（小数点以下

第三位四捨五入）、過去１ヶ月間（平成23年２月９日から平成23年３月８日まで）の終値の単純

平均値118,805円（小数点以下四捨五入）に対して96.54％（小数点以下第三位四捨五入）、過去

３ヶ月間（平成22年12月９日から平成23年３月８日まで）の終値の単純平均値121,027円（小数

点以下四捨五入）に対して92.93％（小数点以下第三位四捨五入）、過去６ヶ月間（平成22年９

月９日から平成23年３月８日まで）の終値の単純平均値120,563円（小数点以下四捨五入）に対

して93.67％（小数点以下第三位四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。 

なお、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権は、ストック・オ

プションとして発行されたものであり、本新株予約権の権利行使に係る条件として、新株予約権

者は、権利行使時に、対象者又は対象者の完全子会社の取締役、監査役若しくは使用人の地位に

あることが要求されていることに照らすと、当社が本公開買付けにより、本新株予約権を取得し

たとしても、これを行使することができないおそれがあることから、本新株予約権の買付価格は

１個につき１円と設定しています。 

 

一方、対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、本公開買付価格の評価を行うに当

たり、その公正性を担保すべく、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であり、かつ関連

当事者に該当しないＧＣＡに対して対象者の株式価値の算定を依頼したとのことです。 

ＧＣＡは、対象者取締役会から事業の現状及び将来の事業計画等の資料を取得して説明を受け、

それらの情報を踏まえて市場株価平均法、類似会社比較法及びＤＣＦ法を用いて、対象者の普通

株式の株式価値分析を実施し、対象者はＧＣＡから平成23年３月８日に、下記の各方式による分

析結果の意味するところの説明を受けるとともに、対象者の普通株式の価値の算定結果について

報告を受けたとのことです。なお、対象者は、ＧＣＡから買付価格の公正性に関する意見書（フ

ェアネス・オピニオン）は取得していないとのことです。 

上記各方式において算定された対象者の普通株式１株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のと

おりであるとのことです。 

市場株価平均法  116,900円～121,129円 

類似会社比較法  151,228円～253,759円 

ＤＣＦ法     165,642円～404,656円 

市場株価平均法では、算定基準日を平成23年３月７日として、それぞれ株価及び取引量を観測

して算定基準日終値（116,900円）、算定基準日までの直近１ヶ月平均（118,979円）、直近３ヶ

月平均（121,129円）及び直近６ヶ月平均（120,704円）に加えて、第３四半期の決算公表翌営業

日（平成23年２月７日）以降算定基準日までの平均（119,010円）を元に株式価値を分析し、１

株当たりの株式価値が116,900円から121,129円と算定されているとのことです。 

類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手がける上場会社の市場株価や収益性等

を示す財務指標との比較を通じて対象者の株式価値を分析し、１株当たりの株式価値が151,228

円から253,759円と算定されているとのことです。 



ＤＣＦ方式では、対象者の事業計画、対象者の事業のリスク要因を協議・確認した上で、直近

までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素が考慮された平成23年３月期第４四半期以

降の将来の収益予想に基づき対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを

一定の割引率で現在価値に割り引いた企業価値や株式価値が分析され、対象者の普通株式１株当

たりの価値の範囲は165,642円から404,656円までと分析されているとのことです。なお、公開買

付者とのシナジー効果については、定量的な分析は精査中であるため、その効果については収益

予想において織り込まれていないとのことです。 

②独立した法律事務所からの助言 

対象者プレスリリースによれば、対象者の取締役会は、対象者の意思決定過程における公正

性・適正性を確保するため、対象者、対象者大株主及び当社から独立したリーガルアドバイザー

である中村・角田・松本法律事務所から、本公開買付けに関する取締役会の意思決定の方法・過

程について、必要な法的助言を受けているとのことです。 

③取締役会に出席した取締役全員の承認 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、同日開催の対象者取締役会においては、対象者取

締役の全員が出席し、ＧＣＡから取得した株式価値算定書及び助言、中村・角田・松本法律事務

所から得た法的助言、その他関連する資料を踏まえれば、当社の計画に賛同することが、対象者

の長期的な企業価値の向上に貢献するとの結論に至ったとのことです。その上で、対象者取締役

全員の一致により、本公開買付けに賛同意見を表明するとともに、対象者株式に対する本公開買

付けに応募するか否かについては中立の立場を取り、対象者の株主の皆様に判断を委ねる旨、及

び本新株予約権に対する本公開買付けに応募するか否かについては中立の立場を取り、本新株予

約権者の判断に委ねる旨を併せて決議しているとのことです。また、当該取締役会には対象者監

査役の全員が出席し、対象者取締役会が上記の意見を表明することに異議がない旨の意見を述べ

ているとのことです。 

 

(5) 本公開買付けの後、対象者の株券等を更に取得する予定の有無、理由、内容 

当社は、対象者の株式取得に上限を設定せずに、所有割合 50.14％（123,991 株）以上を取得

し、対象者を連結子会社化することを目的として、本公開買付けを実施するため、現時点にお

いて、本公開買付けが成立した場合に、対象者株式を更に取得することは予定しておりません

。 

 

(6) 上場廃止の可能性の有無 

当社が、FBF2000LP及びMHCⅡLPが保有する対象者株式を取得し、対象者を連結子会社化する

ためには、当社の買付け等の後における対象者株式に係る株券等所有割合が３分の１を超える

場合に該当することとなるため、法第27条の２第１項第２号の規定に従い、公開買付けによる

必要があります。当社は、法第27条の２第１項第２号の規定に従い、またFBF2000LP及びMHCⅡ

LP以外の対象者株主の皆様に対しても売却の機会を確保するために、買付予定数には上限を定

めていないことから、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限を上回った場合には、応募株

券等の全部の買付け等を行いますが、本公開買付けは対象者株式の上場廃止を企図するもので

はありません。ただし、上記のとおり、当社は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定

していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者普通株式は東京証券取引所が定める上

場廃止基準（以下「上場廃止基準」といいます。）のうち、①株主数が事業年度の末日におい

て400人未満となった場合において、1年以内に400人以上とならないとき、②流通株式数（上

場株式数から、役員（取締役、会計参与、監査役、執行役）の持株数、発行済株式数の10％以

上を所有する株主の持株数（明らかに固定的所有ではないと認められる株式を除く。）及び自

己株式数を控除した株式数）が事業年度の末日において、2,000単位未満である場合において

、１年以内に2,000単位以上とならないとき、③流通株式時価総額（事業年度の末日における



終価格に、事業年度の末日における流通株式数を乗じて得た額）が事業年度の末日において

、５億円未満（平成23年12月末までの間は、３億円未満。）となった場合において、１年以内

に５億円以上（平成23年12月末までの間は、３億円以上。）とならないとき等の上場廃止基準

に該当する可能性があり、その場合には、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性がありま

す。 

対象者株式が上場廃止となった場合には、対象者株式は東京証券取引所において取引するこ

とができなくなります。ただし、本公開買付けの結果、対象者株式が上場廃止基準に抵触する

おそれが生じた場合、当社は対象者との間で、上場廃止基準への対応について誠実に協議し、

抵触により生じ得る問題点の解決に向け、合理的範囲で 大限協力いたします。 

 

２．公開買付けの内容 

(1) 対象者の名称 株式会社バンテック 

(2) 買付け等を行う株券等の種類 

①普通株式 

②新株予約権 

平成16年６月25日の旧バンテックの株主総会にて決議され、平成17年３月25日に旧バ

ンテックとの株式交換により株式会社バンテックホールディングスが権利義務を承継し

、さらに、平成18年３月１日に株式会社バンテックホールディングスの株式移転により

対象者が権利義務を承継した新株予約権（以下「本新株予約権」といい、本新株予約権

の新株予約権者を「本新株予約権者」といいます。） 

 

(3) 買付け等の期間 

① 届出当初の期間 平成 23 年３月 10 日（木曜日）から 

平成 23 年４月 19 日（火曜日）まで （28 営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 

法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨

の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は 30 営業日、平

成 23 年４月 21 日(木曜日)までとなります。 

③ 期間延長の確認連絡先 

確認連絡先 株式会社日立物流 

 東京都江東区東陽七丁目２番18号 

 03（5634）0307 

 人事総務本部 総務部 

確認受付時間 平日９時から17時まで 

 

(4) 買付け等の価格 

①普通株式   １株につき金 233,500 円 

②本新株予約権 １個につき金１円 

  

(5) 買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

233,144（株） 123,991（株） ―（株）

（注1）買付予定数は、本公開買付けにおける公開買付者が取得する株券等の数の 大の数である

、233,144株となります。これは、対象者が平成23年２月10日に提出した第６期第３四半期

報告書に記載された平成22年12月31日現在の発行済株式総数（247,268株）から、同四半期

報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者が保有する自己株式（14,837株）を控

除した株式数に本新株予約権の行使により、公開買付期間の末日までに発行又は移転され



る可能性のある対象者株式(平成23年１月１日以降本公告日までに本新株予約権が行使され

たことにより発行又は移転された対象者株式を含みます。)の 大数である713株を加算し

た株式数です。 

（注2）応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（123,991株）に満たない場合は、応募株券等の

全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、

応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注3）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 
（注4）公開買付期間の末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使によ

り発行又は移転される可能性のある対象者株式も本公開買付けの対象としております。 
 

(6) 買付予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合 

100.00％ 

（注1）「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数（233,144株

）に係る議決権の数（233,144個）です。 

（注2）「買付予定の株券等に係る議決権の数のうち潜在株券等に係る議決権の数」は、買付予定

の株券等に係る議決権の数のうち、本新株予約権の発行要項に基づき株式に換算した株式

数（713株）に係る議決権の数（713個）です。 

（注3）「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者第６期第３四半期報告書に記載された平成

22年12月31日現在の総株主の議決権の数（232,301個）です。 

ただし、本公開買付けにおいては、本新株予約権の行使により発行又は移転される可能性

のある対象者株式についても対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数

が対象者の総株主等の議決権の数に占める割合」の計算においては、対象者第６期第３四

半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の発行済株式総数（247,268株）から、同四

半期報告書に記載された平成22年12月31日現在の対象者が保有する自己株式（14,837株）

を控除した株式数に、本新株予約権の行使により、公開買付期間の末日までに発行又は移

転される可能性のある対象者株式(平成23年１月１日以降本公告日までに本新株予約権が行

使されたことにより発行又は移転された対象者株式を含みます。)の 大数である713株を

加算した株式数（233,144株）に係る議決権の数である233,144個を、分母として計算して

おります。 

以下(8)において同様です。 

（注4）上記の割合は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 

以下(7)及び(8)において同様です。 

 

(7) 公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係

者の株券等所有割合並びにこれらの合計 

公開買付者 ― ％ 特別関係者 ― ％ 合計 ― ％ 

(8) 買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有

割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

公開買付者 100.00％  合計 100.00％ 

(9) 応募の方法及び場所 

① 公開買付代理人     みずほ証券株式会社 

              東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

② 本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公

開買付期間の末日の 15 時までに、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募して

ください。 

③ 本公開買付けに係る株式の応募の受付けに際しては、本公開買付けに応募する株主（以下

「応募株主等」といいます。）が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募す

る予定の株式を当該証券取引口座に記録管理している必要があります。本公開買付けにお

いては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われませ



ん。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の株主名簿管理人（みずほ信託銀行株式

会社）の特別口座に記録されている株式をもって本公開買付けに応募することは出来ませ

ん。応募する予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に開設された証券

取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に先立ち、

公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。

（注１） 

④ 本公開買付けに係る本新株予約権の応募の受付けに際しては、新株予約権証券をご提出い

ただく必要があります。また、本新株予約権には、譲渡による取得について対象者の取締

役会の承認を要する旨の制限が付されておりますので、本新株予約権者の請求によって対

象者により発行される「譲渡承認書」を併せてご提出ください。新株予約権証券及び「譲

渡承認書」の具体的な発行手続につきましては、対象者までお問い合わせください。 

⑤ 応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意

ください。 

⑥ 公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口

座を開設していただく必要があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書

類（注２）が必要になります。 

⑦ 上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑥の口座の新規開設には一定の日数を要する場合

がありますのでご注意ください。 

⑧ 外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場

合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。 

⑨ 日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との

差額は、一般的に株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注

３） 

⑩ 応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受

付票が交付されます。 

(注1) 対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株式の記録を振替える手続き

について 

対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株式の記録を振替える手続

きを公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載さ

れた「振替申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理

人にお問合せくださいますようお願い申し上げます。 

 

(注2) 本人確認書類について 

公開買付代理人において新規に口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人

株主の場合には、次の本人確認書類が必要になります。本人確認書類等の詳細については、公開買付代理人

へお問い合わせください。 

個人・・・・・・住民票の写し(６ヶ月以内に作成されたもの)、健康保険証、運転免許証等(氏名、住所、

生年月日全てを確認できるもの)。 

法人・・・・・・登記事項証明書、官公庁から発行された書類等(６ヶ月以内に作成されたもので名称及

び本店又は主たる事務所の所在地の両方を確認できるもの)。 

法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代表

者)個人の本人確認が必要となります。 

外国人株主・・・常任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は

契約書(当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の住所地の記載のある

ものに限ります。)の写し並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の

承認した外国政府若しくは権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、

居住者の本人確認書類に準じるもの。 

 

(注3) 日本の居住者の株式等の譲渡所得に関する申告分離課税について（個人株主の場合） 



日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、原則として申告分離課税が適

用されます。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却とし

て取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士などの専門家にご確認

いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

 

(10) 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称 

みずほ証券株式会社 

   東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

(11) 決済の開始日  平成 23 年４月 26 日(火曜日) 

  （注）法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記

載がされた意見表明報告書が提出された場合、決済の開始日は平成 23 年４月 28 日(木曜日

)となります。 

(12) 決済の方法及び場所 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主

の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けら

れた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、

決済の開始日以後遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場

合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又

は全国各支店にてお支払いします。 

(13) 株券等の返還方法 

下記「（14）その他買付け等の条件及び方法」の「①法第27条の13第４項各号に掲げる条件の

有無及び内容」又は「②公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」

に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、

返還することが必要な株券等を決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行っ

た日）以後、速やかに応募が行われた時の状態に戻します。本新株予約権については、応募株主

等の指示により、譲渡承認書を応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店における

応募株主等への交付又は応募株主等の住所への郵送により返還します。 

(14) その他買付け等の条件及び方法 

① 法第 27 条の 13 第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 

応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（123,991 株）に満たない場合は、応募株券

等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合

は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 

金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含む。以下「令」と

いいます。）第 14 条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ、

第４号並びに同条第２項第３号ないし第６号に定める事項のいずれかが発生した場合は、

本公開買付けの撤回等を行うことがあります。 

なお、令第 14 条第１項第３号ヌについては、同号イからリまでに掲げる事由に準ずる

事項として、以下の事項のいずれかに該当する場合をいいます。 

① 対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があ

り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合 

② 対象者の重要な子会社に同号イからリまでに掲げる事実が発生した場合 

また、公開買付期間の末日の前日までに、独占禁止法第 10 条第２項の定めによる公正

取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ)公開買付者が、公正取引委員会か

ら、対象者の株式の全部又は一部の処分、その事業の一部の譲渡その他これに準じる処分

を命じる内容の排除措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ)同法に基づく排除措置命令の

事前通知を受ける可能性のある期間が終了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が、同法第 10

条第１項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立て



を受けた場合には、令第 14 条第１項第４号に定める事情が生じた場合として、本公開買

付けの撤回等を行うことがありえます。 

撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、発行者以外の者によ

る株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改

正を含む。）（以下「府令」といいます。）第 20 条に規定する方法により公表を行い、

その後直ちに公告を行います。 

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 

法第 27 条の６第１項第１号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第 13 条第１項

に定める行為を行った場合は、府令第 19 条第１項に定める基準により買付け等の価格の

引下げを行うことがあります。 

買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行いその旨を日本経済新聞

に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令

第 20 条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の

引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後の

買付け等の価格により買付けを行います。 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除する

ことができます。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15 時までに、公開買

付代理人の応募受付けをした本店又は全国各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の

上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交

付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到

達した時に効力を生じます。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期

間の末日の 15 時までに公開買付代理人に到達しなければ解除できないことにご注意くだ

さい。 

なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又

は違約金の支払いを応募株主等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も

公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出

に係る手続終了後、速やかに上記「(13)株券等の返還方法」に記載の方法により返還しま

す。 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 

公開買付者は、公開買付期間中、法第 27 条の６及び令第 13 条により禁止される場合を

除き、買付条件等の変更を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、

その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公

開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第 20 条に規定する方法に

より公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該

公告が行われた日以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行い

ます。 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 

訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、

公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第 20 条に規定する方法により公表し

ます。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している

応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の

範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した

書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。 

⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令

第 30 条の２に規定する方法により公表します。 

３．対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

対象者プレスリリースによれば、対象者は、対象者の取締役全員が出席した、平成 23 年３月９日



開催の対象者取締役会において、本公開買付けが対象者の中長期的な企業価値の増大を図ることが

できるものと判断し、本公開買付けに賛同を表明する旨、及び本公開買付けは対象者株式の上場廃

止を企図したものではなく、現時点において、本公開買付け後も対象者株式の上場が維持される見

込みとなっていることから、上記「１．公開買付けの目的」「(4）買付価格の公正性を担保するた

めの措置」の「①独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載のＧＣＡより取得

した対象者の株式価値の算定結果に照らせば、買付価格は妥当と考えられるものの、本公開買付け

に応募するか否かにつきましては対象者の株主の皆様の判断に委ねる旨を併せて対象者取締役全員

の一致により決議しているとのことです。また、本新株予約権についても、現時点において、本公

開買付け後も対象者株式の上場が維持される見込みとなっていることから、本新株予約権者は引き

続き本新株予約権を行使して対象者株式を取得・保有できること、本新株予約権はストック・オプ

ションとして発行されたものであり、買付価格が１円とされていることから、本公開買付けに応募

するか否かは、本新株予約権者の判断に委ねる旨を対象者取締役全員の一致により決議していると

のことです。なお、上記取締役会には、対象者監査役の全員が出席し、対象者取締役会が上記の意

見表明をすることに異議がない旨の意見を述べているとのことです。 

 

４．公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 

株式会社日立物流 東京都江東区東陽七丁目２番 18 号 

株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号 

 

５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 

(1) 会社の目的   

当社は、次の各号の事業を営むことを目的としております。 

１. 自動車運送事業 

２. 鉄道運送事業 

３. 海上運送事業 

４. 港湾運送事業 

５. 内航海運業 

６. 前各号以外の貨物運送事業 

７. 自動車運送取扱事業 

８. 航空運送代理店業及び利用航空運送事業 

９. 前７号及び８号以外の貨物運送取扱事業 

10. 通 関 業 

1l. 荷造梱包業 

12. 倉 庫 業 

13. 物的流通に関するコンサルティング業務 

14. 建 設 業 

15. 旅行斡旋業 

16. 損害保険代理業 

17. 自動車整備事業 

18. 次の物品の売買、レンタル、リース及び輸出入 

１) 輸送・荷役・包装・保管機器及びその部品・附属品、荷造包装資材、石油類 

２) 自動車及びその部品・附属品、家庭用電気製品及びその部品・附属品、機械工具・工作

機械・光学機器・精密機器及びその部品・附属品、自動販売機・現金自動預払機・両替

機及びその部品・附属品 

３) コンピューター・コンピューター周辺機器・コンピューター端末機器・情報通信機器・

ゲーム機器及びその部品・附属品、コンピューター・ゲーム・音楽・映像ソフトウエア 

４) 衣料品、装身具、皮革製品 

５) 食料・飲料、酒類 

６) 家具、住宅設備機器、住宅建材、什器、室内外装飾品、照明器具、工芸品 



７) 日用雑貨、事務用品、スポーツ用品、楽器、玩具、健康・美容機器、旅行用品、ペット

用品 

８) 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用機器及びその部品・附属品、工業用・農業用薬品

、動物用医薬品、毒物、劇物 

19. 前号にかかる古物品の売買業 

20. 土地、建物の売買及び賃貸業 

21. 路外駐車場及び自動車教習所の経営 

22. 産業廃棄物及び一般廃棄物処理業 

23. 警備業 

24. 次の物品の製造、包装、表示、保管医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 

25. 労働者派遣事業 

26. 前各号に関連付帯する一切の事業 

 

(2) 事業の内容   

当社グループは、当社、連結子会社53社及び持分法適用関連会社９社で構成され、顧客に対して

、陸・海・空を網羅した総合的な物流サービスの提供等を行っております。主な事業の内容は次

のとおりであります。 

事業区分 事業内容 

国内物流事業 ・システム物流事業〔国内〕 

(物流システム構築、情報管理、在庫管理、受発注管理、流通加工、物流センター

運営、工場構内物流作業、輸配送など物流業務の包括的受託) 

・一般貨物・重量品・美術品などの輸送・搬入・据付作業 

・工場・事務所などの大型移転作業 

・倉庫業、トランクルームサービス 

・産業廃棄物の収集・運搬業 

国際物流事業 ・システム物流事業〔国際〕 

(通関手続、陸上・海上・航空の輸送手段を利用した国際一貫輸送など物流業務の

包括的受託) 

・海外現地物流業務 

・航空運送代理店業 

その他事業 ・物流コンサルティング業 

・情報システムの開発・設計業務 

・情報処理の受託業務 

・コンピューターの販売業務 

・旅行代理店業務 

・自動車の整備・販売・賃貸業務 

・不動産賃貸業 

・自動車教習事業 

 

 



 
（注）東関東日立物流サービス㈱と京葉日立物流サービス㈱は、平成23年４月１日を効力発生日として

、東関東日立物流サービス㈱を存続会社、京葉日立物流サービス㈱を消滅会社とする合併を実施し
、商号を首都圏日立物流サービス㈱といたします。 

 
(3) 資本金の額    16,802 百万円（平成 23 年３月 10 日現在） 

以    上 


